
ホットラインホットライン まちからのお知らせ、生活に関する制度について

　空き家や空き地（注）を売りたい、貸したい人の物件情報をホームページなどにより利用したい人へ紹介
する制度です。空き家や空き地をお持ちの方で、貸したい！売却したい！という方は、役場企画調整課まで
ご連絡ください。
（注）空き地とは、住宅などの建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある土地をいいます。
　 ※農地は対象となりません。

※ 大崎町空き家等バンク制度の概念図

【空き家などをお持ちの方】
物件の登録

交渉・契約

情報の検索

【空き家などをお探しの方】

空空空空空ききききき家家家家なななななどどどどをどをををを貸貸し貸しししし貸貸貸 たたいいいいいた ががががが
借借借借借りりりててててくくくれれれるれるるるるれ 人人人人が人が人ががががいいいないなななないいいいい

大崎町空き家等バンク

貸家家家ややや土や土土土土地地地を地を地を地を地を探探探探ししし探探 ててていいる
が見見見つつつかかかからならならならななならら いいいいいい

空空空空空ききききき家家家家なななななどどどどをどをををを売却売却売却却却却売売売 ししたたたたたし いいいいがががががい
買買買買買っっっててててくくくれれれるれるるるるれ 人人人人が人が人ががががいいいないなななないいいいい

売家家家ややや売や売売売売地地地を地を地を地をを探探探し探ししし探探 ててていいる
が見見見つつつかかかからならならならなならら いいいいい

【空き家等バンク制度】

企業立地の促進および雇用の増大を図るとともに、地元への定住を促すことを目的とし、町と立地協定を
締結した企業を支援します。

【補助対象事業所】 製造業を営む事業所

【補助要件】
１．町と立地協定を締結していること。
２．操業開始後１年以内において新規雇用者が５人以上であること。
　※新規雇用者とは
　　操業開始に伴い、新たに雇用された方で、かつ、４か月以上継続して雇用保険の被保険者となる方。

３．用地取得後、３年以内に操業を開始すること。

【補助金の額】
新規地元雇用者　１人につき 15万円（障害者は５万円加算）
限度額　　　500 万円
　※新規地元雇用者とは・・・新規雇用者のうち、町内に住所を有している方。

【申請】
申請は操業開始日から１年以内の期間で、１回限りの交付

◆空き家や空き地の有効活用をお手伝いします

◆企業立地雇用促進補助事業について
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問企画企画 企画調整課からのお知らせ企画調整課からのお知らせ
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